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大町町長　　　　　　　　　　印

住民票の異動届について(催告)


　住民票は、住民の居住関係を公に証明するとともに、行政の事務処理の基礎となるものであり、住民票の記載事項と居住実態が一致していることが必要です。
　さて、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で通知しました住民票の異動届(通知)については、本日までに手続されず、そのままになっています。
　つきましては、　　　　年　　月　　日までに異動届を提出されない場合は、住民基本台帳法第8条及び同法施行令第12条第1項の規定により職権で住民票を消除(修正)します。
